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情報提供の背景

国境を越える感染症リスクが増大する中、海外における邦人の安全を確保するため
に、短期渡航者（約1,300万人）及び在留邦人（約130万人）に対して、正確かつ迅速に
情報を提供することがますます重要となっている。
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1. 外務省による感染症情報の提供における役割

外務省の具体的な役割

 在外公館との連携による迅速且つ的確な情報収集
 海外で収集された情報の政府内での共有
 様々なチャネルを通じた邦人への情報提供と予防啓発

情報提供事務の根拠

外務省設置法
第4条 （所掌事務）

九 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。
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2. 感染症情報の入手から提供までの流れ

• 情報共有
• 感染症情報の内容の調整
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3. 外務省の情報提供チャネル

感染症危険情報
渡航・滞在にあたって特に注意が必要と考えら

れる国・地域について発出される海外安全情報。
危険情報の4段階のカテゴリーを使用し、世界保
健機関（WHO）等国際機関の対応や、発生国・地

域の流行状況、主要国の対応等を総合的に勘案
して発出。

スポット情報
特定の国や地域において日本人の安全に関わ

る重要な事案が生じた際、あるいは生じる可能性
がある場合に速報的に出される情報。

広域情報
複数の国や地域にまたがる広い範囲で注意を

必要とする事態が生じた際に注意を呼びかける
情報。

現地大使館・総領事館等から、「たびレジ」登録
者及び在留届提出者に対し、緊急情報や注意喚
起をメールで配信。
「たびレジ」登録者のうち、LINEでの受信を希望

する者には、LINEを通じて配信。

※ 「たびレジ」
外務省海外旅行登録。３か月未満の渡航者が対象。

X、Instagram、YouTube、Voicy
等での多角的な発信。

海外安全ホームページ（海外安全情報） 領事メール

外務省ソーシャルメディア
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 2024年8月、コンゴ民主共和国を含めたアフリカ

の複数国におけるエムポックスの感染拡大が、
WHOにより「国際的に懸念される公衆衛生上の
緊急事態（PHEIC）」に該当する旨宣言されたこ
とを受け、感染症危険情報レベル1を発出。

 2025年9月、PHEICの終了宣言を受け、同危険
情報を解除。
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感染症危険情報
（エムポックス）

（感染症情報提供事例）

【感染症危険情報の4つのカテゴリー】

特定の感染症に関し、その国・地域への渡航、滞在に当たって
危険を避けていただくため特別な注意が必要です。

レベル1：
十分注意してください。

特定の感染症に関し、その国・地域への不要不急の渡航は止
めてください。渡航する場合には特別な注意を払うとともに、十
分な安全対策をとってください。

レベル2：
不要不急の渡航は止め
てください。

特定の感染症に関し、その国・地域への渡航は、どのような目
的であれ止めてください。（場合によっては、現地に滞在してい
る日本人の方々に対して退避の可能性や準備を促すメッセージ
を含むことがあります。）

レベル3：
渡航は止めてください。
（渡航中止勧告）

特定の感染症に関し、その国・地域に滞在している方は滞在地
から、安全な国・地域へ退避してください。この状況では、どのよ
うな目的であれ新たな渡航は止めてください。

レベル4：
退避してください。渡航は
止めてください。（退避勧
告）

https://www.anzen.mofa.go.jp/masters/kansen_risk.html （海外安全ホームページ） 4



 2025年11月、エチオピアでマールブルグ病が発生。

 同月14日、在エチオピア大から領事メールを発出する
とともに、同月18日、外務省からスポット情報を発出。

 マールブルグ病の特徴、症状、感染予防策等について
注意喚起。

 2025年11月、世界的に感染者数が増加しているチクン
グニア熱に係る広域情報を発出。

 チクングニア熱の特徴、症状、感染予防策等について
注意喚起。
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感染症スポット情報
（マールブルグ病）

感染症広域情報
（チクングニア熱）

（感染症情報提供事例）

5



 2025年11月27日、在アンゴラ大から領事メール「ア

ンゴラ国内におけるコレラ感染者の発生について
（第36報）」を発出。

 「たびレジ」登録者及び在留届提出者に送信され
た領事メール（下）は、海外安全ホームページにも
掲載される（右） 。
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領事メール

（感染症情報提供事例）
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